
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と、権利者団体が意見表明！ 
 

 

国民の生活が第一 第 3 回文部科学政策会議（9/4） 

著作権法「違法ダウンロード刑事罰化に関するヒアリング」 

 

9月 4日（火）午後、国民の生活が第一 第 3回文部科学政策会議で、著作権法「違法ダ

ウンロード刑事罰化に関するヒアリング」を行いました。 

 

【議員側発言者】 

松崎哲久（座長・衆）、森ゆうこ（参）、はたともこ（参）、大山昌宏（衆） 

 

【政府側出席者】 

文化庁著作権課、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課 

 

【権利者団体出席者】 

日本レコード協会、日本映画製作者連盟 

 

 

【リンク】 

・ヒアリング議事概要 

・2012年 6月 19日 参議院文教科学委員会会議録 

・同委員会における附帯決議 

・著作権法改正の概要 

・文化庁 Q＆A 

・森ゆうこ・はたともこ質問主意書 質問本文 答弁本文 

★今までも、告訴するに当たっては、多くの場合、何回も削除要請を行い、

それでも繰り返す人に対し、告訴するという運用をしてきた。その実態

を変えることは考えていない。 

 

★参議院での質疑や附帯決議の内容は重く受け止めており、それをふまえ

て適切な運用に努めたいと思う。 

http://www.hatatomoko.org/20120907171807.pdf
http://www.hatatomoko.org/20120907161719.pdf
http://www.hatatomoko.org/20120907172120.pdf
http://www.hatatomoko.org/20120907172004.pdf
http://www.hatatomoko.org/20120907172058.pdf
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/syuh/s180211.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180211.htm

